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頂いたご意見 

１ 前 文 

（１）「大きな災禍も招く可能性があること」の前に「適正な処理を欠いた場合」または「取

扱を誤った場合」等の字句を入れた方が良い。 

頂いたご意見に対する委員会の見解 

委員会での検討では、「大きな災禍をも招く可能性があること」に変更し、そうなることも

ありうることを強調しました。もちろんそうなるのは「適正な処理を欠いた場合」ですが、

説明を加えていきますと長くなりますので、会員が言葉を補って読むことにしたいと存じ

ます。 

頂いたご意見 

（２）「法令・規則を遵守し、安全を確保する」を例えば「法令・規則を遵守するのみなら

ず、更に積極的に安全を確保するよう努力する」等とする。 

頂いたご意見に対する委員会の見解 

これもご指摘の通りとは思いますが、長くなりますので、会員が言葉を補って読むことに

したいと存じます。  

頂いたご意見 

２ 憲 章 

(1) ４項：趣旨は理解できるが、困難な業務への挑戦意欲をなくすことになりかねない。

例えば「その能力を超えた業務を行う場合には、これに起因して」等業務への挑戦自体は

否定しないようにする。 

頂いたご意見に対する委員会の見解 

「困難な業務への挑戦意欲を挫くな」とのご意見です。新しいことへの挑戦は大事ですが、

そのため危害が外に及ぶ危険性は、特に原子力学会員として回避すべきと考えます。倫理

規定ですので、より優先すべき事項を取り上げるようにしています。 

頂いたご意見 

(2) ６項：最終的には自ら判断するとしても独善に陥らないようにする必要がある。例え

ば「公平・公正な態度で、必要な場合には関係者の意見も聞き、その判断も尊重の上、自

ら判断を下すよう努力する」等とする。 

頂いたご意見に対する委員会の見解 

関係者の意見を聞くことは、判断を下すうえでは当然のことでしょう。ここでは、判断を

下すのは専門職としての個人の責任であるという、原子力では従来ともすれば希薄化され

ていた問題をあえて浮き彫りにしています。 

頂いたご意見 

(3) ７項：雇用者側、発注者側の立場についても言及が必要ではないか。例えば「雇用者、

被雇用者、発注者、受託者などの立場を問わず、専門の業務に関して契約のもとに誠実に



行動する」等とする。 

頂いたご意見に対する委員会の見解 

「被雇用者、発注者、受託者などの立場」に関するご意見は多数頂きました。誠実に行動

すべきは、雇用者、発注者についても同様であるというご意見のとおり、双務的であるべ

きです。とくに第２条との優先順位を明確にせよとの理事会のご意見などを踏まえ次のよ

うに改めることとします。 

【憲章】７．会員は、本憲章の他の条項に抵触しないかぎり、専門の業務に関し契約のも

とに誠実に行動する。 

頂いたご意見 

(1) ２－３項：効率優先は困るが、効率化は常に必要であり、進歩の源泉である。例えば

「施設において効率化を図る場合には、安全性について十分に確認した上で行わなければ

ならない」等とする。 

頂いたご意見に対する委員会の見解 

本項は、とくに JCO の教訓を意識しています。そこで、条文の変更はいたしません。倫理

規定ですので、より優先すべき事項を取り上げるようにしています。 

頂いたご意見 

(2) ５－３項：内部告発の推奨のように読める。例えば「必要な情報である場合には、組

織に対して公開するよう積極的に働きかけなければならない」等とする。 

頂いたご意見に対する委員会の見解 

これは内部告発を推奨しているわけではありません。公開せざるをえなくならないように

することが大切なのは言うまでもありません。これについては「代表的なご意見とそれに

対する回答」もご参照ください。 

頂いたご意見 

(3) ７－１，７－２，７－３、７－４項：何れも当然のことであるが、原子力学会員のみ

ならず、社会人として当然の義務であり、原子力学会の倫理規定として敢えて規定する必

要があるだろうか。 

頂いたご意見に対する委員会の見解 

一般的な心得なので削除すべきとのご意見ですが、これらの指針と他の指針が相反するこ

とがあります。その場合はどちらが優先されなければならないかを会員が判断しなければ

なりません。憲章７には「本憲章の他の条項に抵触しないかぎり」を追加し、７－１～４

の指針より他の指針が優先することを明記しました。このようなことを会員に考えていた

だくためにも、これらの指針を残すことにしました。 

頂いたご意見 

(4) 上記を入れるのであれば、これも当然のことであるが、「会員は、業務の一部または全

部を契約または指示により、他者または部下などに依頼した場合であっても、依頼者とし

ての監督責任を免れるものではない」等の文章を入れておきたい。 



頂いたご意見に対する委員会の見解 

これもご指摘の通りとは思いますが、長くなりますので、会員が言葉を補って読むことに

したいと存じます。 

 


